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特定非営利活動法人の定款整備について（通知） 
 
 

 日頃、当財団の事業に関しまして、深いご理解とご協力を賜りありがとうございます。 
 さて、特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第１１条第３号において、特定非

営利活動に係る事業の種類を記載することが定められていることは既にご承知のことと思

いますが、この度、東京都生活文化局より、福祉サービス第三者評価機関の認証を受けた

一部の評価機関の定款において、第三者評価事業に関する記載が漏れており、適切ではな

いとの趣旨の助言を受けました。 
 定款における事業の種類につきましては、「第三者評価事業」の文言が明確に記載されて

いることが望ましいとのことです。評価機関におかれましては、当該記載のない場合は、

直ちに各法人で定款の変更をお願い申し上げます。 
特定非営利活動法人は、同法に基づくとともに、法人の目的、組織、業務執行等に関す

る根本規則を記載した書面である「定款」に則った運営を行わなければなりませんので、

定款に「第三者評価事業」の文言を明確に記載する必要があり、現行の定款の文言で趣旨

が包含できうるか疑義が生じるような場合は、所轄庁（東京都の場合は東京都生活文化局

都民生活部管理法人課）に必ず確認をしてください。 
 今後、定款の変更が必要な法人につきましては、次回東京都福祉サービス第三者評価機

関の認証申請時までに、変更手続きを完了し、変更後の定款を提出していただきますよう

お願い申し上げます。 
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